
○
平
成
三
十
年
総
務
省
告
示
第

号

有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
五
号
）
第
二
十
一

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年

月

日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
五
号
）
第
二
十
一

条
に
規
定
す
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
は
、
マ
ル
チ
キ
ャ
ス
ト
ア
ド
レ
ス
と
し
、
Ｉ
Ｐ
ｖ
４
マ
ル
チ
キ
ャ
ス
ト
又
は
Ｉ
Ｐ
ｖ
６

マ
ル
チ
キ
ャ
ス
ト
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
Ｉ
Ｅ
Ｔ
Ｆ

Ｒ
Ｆ
Ｃ
で
定
め
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
の
構
成
に
準
拠
す

る
こ
と
と
す
る
。


